
町 の
動 き

基
準
収
入
額
適
用
申
請
制
度

　

現
役
並
み
所
得
者
の
う
ち
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
で
医
療
を
受

け
る
人
の
収
入
合
計
が
、
２
人
以

上
で
五
二
○
万
円
未
満
、
１
人
で

三
八
三
万
円
未
満
の
場
合
は
申
請
に

よ
り
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
１
人
と

な
り
現
役
並
み
所
得
者
に
な
っ
た
場

合
、
住
民
税
課
税
所
得
一
四
五
万
円

以
上
か
つ
収
入
三
八
三
万
円
以
上
で

同
一
世
帯
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

で
医
療
を
受
け
る
人
と
70
歳
以
上
75

歳
未
満
の
人
の
収
入
合
計
が
五
二
○

万
円
未
満
の
人
は
、
申
請
に
よ
り
１

割
負
担
と
な
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定

　

負
担
割
合
が
１
割
の
人
で
、
低
所

得
者

・

に
該
当
す
る
人
は
、
自

己
負
担
限
度
額
及
び
入
院
時
の
食
事

代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
万
が
一
入
院

さ
れ
る
場
合
に
は
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
使
っ
て
医
療
を
受
け
た
際

に
、
病
院
等
の
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
所

得
等
に
応
じ
て
１
割
ま
た
は
３
割
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

平
成
22
年
度
の
負
担
割
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
世
帯
状
況
お

よ
び
前
年
の
所
得
状
況
に
基
づ
い
て
判
定
し
、
平
成
22
年
８
月

１
日
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
被
保
険
者
全
員
の
方
に
、
７
月
末
ま
で
に

新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ　

住
民
課
（
内
線
157
〜
158
）

所得区分 負担割合 判定基準

現役並み
所得者

３割負担
同一世帯に住民税課税所得が145
万円以上の後期高齢者医療制度で
医療を受ける人がいる人

一　般 １割負担
現役並み所得者・低所得者 、低
所得者 のいずれにもあてはまら
ない人

低所得者
１割負担

同一世帯の全員が住民税非課税で
ある人（低所得者 以外の人）

低所得者
１割負担

同一世帯の全員が非課税で、そ
の世帯の各所得が必要経費・控除
（年金の所得は控除額を80万円
として計算）を差し引いたときに
0円となる人

負担割合と判定基準
（病院で支払う自己負担の割合）

自己負担限度
額の所得区分

外来の限度額
（個人ごと）

外来＋入院の限度額
（世帯）

現役並み
所得者 円 円＋ 円

超えた医療費の ％

一　般 円 円

低所得者 円 円

低所得者 円 円

現役並み所得者・一般 円

低所得
者

日までの入院 円

過去 ヶ月
で 日を超
える入院

円

低所得者 円

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

 
医
療
費
負
担
割
合
の
定
期
判
定
の
お
知
ら
せ

◆対象部門　高校生及び一般の部

◆ 対象　町内在住、在勤・在学の方

で高校生以上30歳以下の方

◆募集内容　テーマは自由です。

　 例題…「学校や友達のこと」、「地

域社会のこと」、「職場のこと」等

を原稿用紙400字詰めで3～5枚程度

◆募集期限　９月24日

◆ 提出先　社会教育課社会教育係（メールによる応募も可能です。）

◆ その他　審査の結果、優秀作品に選ばれた方には、11月６日 に開

催される「三芳町青少年健全育成町民大会」にて主張発表していた

だきます。

問い合わせ　社会教育課（内線515）　FAX 274－1056

　Ｅメール　shakai@town.saitama-miyoshi.lg.jp

　青少年が日頃考えているこ
とを広く住民に紹介し、青少
年に対する理解と認識を深め
てもらうため、毎年11月に
主張発表大会を実施していま
す。皆さんからの応募をお待
ちしています。

高校生及び一般の部

作品募集

広 報 み よ し（ ） （ ）町 の 動 き

▽
一
五
〇
〇
円
／
六
月
一
五
日

　

塩
野
和
雄

▽
一
五
○
○
円
／
六
月
一
五
日

　

匿
名

▽
三
万
一
三
三
四
円
／
六
月
一
六
日

　

埼
玉
カ
ラ
オ
ケ
推
進
委
員
会

　

代
表　

山
田
龍
二

▽
七
〇
○
○
円
／
六
月
三
〇
日

　

Ａ
Ｓ
Ａ
つ
る
せ
中
央

（
愛
の
福
祉
基
金
と
し
て
）

▽
車
い
す
／
六
月
一
一
日

　

三
本
義
雄

▽
電
動
ベ
ッ
ド
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ

　

／
六
月
一
七
日

　

匿
名

（
物
品
寄
附
と
し
て
）

│
│
│
│ 

社
会
福
祉
協
議
会

　

社
会
福
祉
協
議
会
に
、
次
の
寄
附
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
貴
重
な
財
源
と
し

て
役
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

善
意
の
寄
附
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

「
三
芳
町
分
別
収
集
計
画
」
が

策
定
さ
れ
ま
し
た

　

町
の
基
本
構
想
に
基
づ
き
、
資
源
循

環
型
社
会
の
形
成
に
向
け
た
計
画
で
す
。

　

目
的
は
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
発
生

の
抑
制
や
削
減
、
ま
た
資
源
の
有
効
な

利
用
等
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
標
と
し

て
い
ま
す
。

　

計
画
期
間
は
平
成
23
年
度
か
ら
の
５

年
間
で
あ
り
対
象
品
目
、
方
法
、
実
施

事
項
等
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

環
境
産
業
課
環
境
対
策
係

　

（
内
線
216
〜
218
）

工　事　予　定　一　覧　表

工事名 完成予定 備考

町道幹線３号線道路修繕
工事

平成22年
８月27日

上富第３区地内
距離240.00ｍ

町道幹線８号線道路改良
工事

平成22年
８月31日

上富第１区地内
距離40.70ｍ

町道幹線５・17号線道路
改良工事

平成23年
２月15日

北永井第２区地内
距離142.40ｍ

（特環）町道幹線21号線
枝線工事（22－1）

平成22年
10月15日

北永井第１区地内
距離77.20ｍ

国民年金

もしものときの

障害基礎年金・遺族基礎年金
　老後だけでなく、病気やけがによって障害が残ったとき、また妻・子を残して亡くなったときも障害基礎年金や

遺族基礎年金があなたやあなたの家族を守ります。しかし、保険料を納めていないと、こうした年金が受けられま

せん。万が一のときのためにも、保険料は納め忘れのないようにしましょう。

◆『障害基礎年金』を受けられるときは…◆

・ 国民年金加入中または20歳前の病気やけがで障害が

残ったとき。

・ 初診日の前々月までの加入期間のうち、2/3以上の

保険料を納めているとき、あるいは初診日の前々月

までの１年間に保険料の滞納がないとき（免除、若

年者納付猶予、学生納付特例期間は保険料を納めた

期間と同じように扱われます）。

・ 障害認定日（障害の程度を判定する日で、初診から

１年６ヶ月経過した日または症状が固定した日）に

国民年金法で定める１級、２級の障害の状態にある

とき。

※ 障害基礎年金と身体障害者手帳では、制度の仕組み

が異なるため、障害の認定基準が違います。身体障

害者手帳が１級や２級であっても障害基礎年金が受

けられるとは限りません。

１級　990,100円

２級　792,100円

◆『遺族基礎年金』を受けられるときは…◆

・ 国民年金加入中の人または老齢基礎年金の受給資格

期間を満たしている人が亡くなったとき。

・ 死亡日の前々月までの加入期間のうち2/3以上保険

料を納めているとき、あるいは死亡日の前々月まで

の１年間に保険料の滞納がないとき（免除、若年者

納付猶予、学生納付特例期間は保険料を納めた期間

と同じように扱われます）。

・ 受けられる遺族は、亡くなった人に生計を維持され

ていた子、または子のある妻（この場合、「子」と

は18歳到達年度末までの子ども、または20歳未満で

国民年金法で定める１級、２級の障害のある子ども

をいいます）。

子が１人いる妻の場合

1,020,000円

子が受ける場合

　　　（子の数が１人）

792,100円

※子の数によって金額が変わります。

問い合わせ

　住民課保険年金係（内線156）　FAX 274－1101

年金額
（平成 年度）

年金額
（平成 年度）

自己負担限度額（月額） 入院時の食事代の
標準負担額（１食）

町政のさまざま
な動きをお知ら
せします。


